
○事業提案の項目及び助成率等

○募集締切日　平成29年2月28日(水)　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※例年、応募数が多いため、1団体につき１事業提案の受付とさせていただきます。

○応募対象者　県内に居住又は事務所を置き、下記の①、②の条件を満たす団体等

　　　　　　　①森林づくりボランティア支援センター登録団体であること。

　　　　　　　但し、市町村は除く。（注１）

　　　　　　　②多くの県民が森林づくり活動に参加できる機会を提供するため、

　　　　　　　大分県森林づくりボランティア支援センター通信や市町村広報等を活用して

　　　　　　　参加者の募集を行うこと。

　　　　（注1）未登録の団体は大分県森林づくりボランティア支援センターで登録の手続き

　　　　　　　を行ってください。手続きの詳細については下記にお問い合わせください。

　　　　　　　大分県森林づくりボランティア支援センター

　　　〒870-0126大分市大字横尾４２２５番地　　TEL、FAX：097-578-8151　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail： toyomori@o-midori.jp　　

　　　　　   　大分県農林水産部 森との共生推進室

　　　　      　〒870-8501　大分市大手町３－１－１

　　　　　　 　(電話) 097-506-3872　(FAX) 097-506-1766

　　　　　  　  (e-mail)　a16210@pref.oita.lg.jp

　　　　     　 又は、最寄りの県振興局 農山(漁)村振興部まで

※この公募は、県議会での平成29年度予算の成立を前提に募集の手続きを行うものです。
　 状況によっては、内容が一部変更される可能性があります。

※宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体や暴力団又はその構成員の統制下にある団体等は
　 対象となりません。

※提案書は事業を実施する市町村のある管内振興局を提出してください。

事業提案の項目 助成率等

  　NPO等が県民の参加を募って行う森林づくり活動や森林
  環境教育活動等の取組とします。

　①森林づくり活動
　　   植栽、下刈、つる切り、除伐、間伐、伐竹、
　　　　 管理用簡易作業路の設置等
　
   ②森林環境教育活動
　　   森林教室、自然観察会、講演会、炭焼体験、
         椎茸駒打ち体験等

　③森林づくり活動用施設等整備
         チェンソー、刈払機等の機材購入、炭化施設の設置等

　①②は、10/10以内とする。
　ただし、市町村、森林組合等は
   1/2以内とする。

　③は1/2以内とする。

　1事業実施主体の補助金の上限額は
　 500千円とする。

県は、豊富な森林資源を活用した特徴ある地域づくりと、健やかで心豊かに暮らせる大分県を築く

ために森林環境税を活用して、「自然豊かな大分の魅力を育む持続可能な森林づくり」に取り組んで

います。
そこで、県民総参加の輪を広げて、みんなで森づくりを進めるため、県民が自ら企画して取り組む

「森林づくり事業」の提案を募集をします。

森林づくりマスコットキャラクター
もりりん

大分県


